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（助成申請） 

第６条	 事業指定プログラムの助成を受けようとする団体は、基金が指定する期日までに、

本要綱を含む関連要綱及び規約の内容を理解し同意したことを示す同意書（様式第１号）

と事業指定助成プログラム助成申請書（様式第２号）を提出しなければならない。 

２	 前項の助成事業申請書には、以下の内容を記載するものとする。 

(1) 団体の基本情報 

(2) 寄付募集事業の概要 

(3) 事業計画 

(4) 寄付金獲得方針及び目標額（中間目標額及び最終目標額） 

(5) 事業報告の方針 

３	 前項第４号に規定する目標額として中間目標額を設定する助成申請団体は、あらかじ

め中間目標額ごとに対応する複数の事業計画（事業の目的・主旨が同一のもの）を想定

しなければならない。 

 

（寄附募集事業の選考） 

第７条	 基金は、前条の申請を受理したときは、以下の審査基準に基づき審査を行い、寄

附募集事業を決定する。 

(1) 事業の効果が見込まれる事業設計となっているか 

(2) 事業の実現可能性があるか 

(3) 広く社会の共感を得られる事業となっているか 

２	 基金は、前項の規定により助成対象事業を決定したときは、その結果を助成申請団体

に通知（様式第 3号）しなければならない。 

 

（寄付募集事業の広報） 
第８条	 基金は、助成対象団体と協議し、申請内容に基づき、寄付募集期間、基金の「公

共的活動応援サイト	 長野県みらいベース」に掲載する内容、その他の広報方針を決定

し、寄附募集事業の広報活動を行う。 

２	 助成対象団体が広報開始後に寄附募集期間を延長したい希望があり、かつ、基金が期

間延長の妥当性及び効果を認められる場合、寄付募集期間を延長することができる。 
 
（寄付募集の手数料） 
第９条	 基金は、助成対象事業ごとに寄付累計額から別に定める手数料を受け取ることが

できる。 

 
（助成金の交付） 
第１０条	 基金は、原則として寄付募集期間終了後、助成金を交付するものとする。ただ



3 

し、当該事業の寄付獲得金額が申請の際に設定した中間目標額を超えた場合は、寄付獲得

金額に応じた助成金を募集期間中に交付することができる。 

２	 前項の助成金の交付を受けようとする助成対象団体は、助成金交付申請書（様式第４

号）に必要書類を添えて、基金に申請しなければならない。 
３	 基金は、助成対象団体に対して助成金交付決定通知（様式第５号）を送付するととも

に、助成対象団体から提出される請求書（様式第 8 号）に基づいて寄付獲得金額から手
数料を控除した金額を交付する。 

４	 基金は、適正な交付を行うために必要があれば、助成金の交付の申請に係る事項につ

き修正を加えて助成金の交付の決定をすることができる。 
５	 寄付獲得金額が、第６条第２項に規定により設定した目標額のうち最も低いものに達

しなかった場合、当該寄付金のうち手数料を控除した残額は、地域・分野指定プログラ

ムの地域及び分野の指定のない寄付として取り扱われる。 
６	 基金が助成対象団体に対して助成金を振り込む際に発生する金融機関の手数料等につ

いては、助成対象団体の負担とする。 

 

（助成事業の遂行） 

第１１条	 助成対象団体は、助成金の交付決定に附した条件、その他寄附募集事業の遂行に

関する基金の指示に従い、善良な注意者の注意をもって寄附募集事業を行わなければなら

ず、いやしくも助成金を他の用途に使用してはならない。 

 

（助成事業の遂行の指示） 
第１２条	 基金は、助成対象団体からの報告あるいは自らが行う調査等により、寄附募集事

業が助成事業申請書の内容に従って遂行されていないと認められるときは、当該団体に対

して申請内容に沿って事業を遂行すべきことを指示することができる。 

２	 基金は、助成対象団体が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該助成

事業の遂行の一時停止を命じることができる。 
 

（助成申請及び助成事業の取り下げ・中止） 

第１３条	 事業指定プログラムの申請及び取り下げ又は事業を中止しようとする団体は、

プログラムの進行状況に応じて基金の承認を得て、以下の手続きを行わなければならない。 

(1) 審査段階での申請取下げ 

	 基金が事業を特定する前に、助成事業に応募した団体が申請を中止する場合は、

基金に速やかにその旨を文書により申請しなければならない。 

(2) 助成事業特定後で助成金交付前の場合 

助成金交付前に、寄附募集事業の遂行を中止する場合は、事業を中止する旨を基金

に速やかに助成金交付中止申請書（様式第７号）により申請しなければならない。	  
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この場合、対象事業が中止するまでに寄付金額を獲得していても、基金は助成金

を交付せず、獲得した寄付金は、地域・分野指定プログラムの地域及び分野の指定

のない寄付として取り扱われる。 

(3) 助成金交付後で事業完了前の場合 

助成金交付後、事業実施の中途で事業を中止する場合は、助成対象団体は事業を

中止する旨を速やかに基金に助成金交付申請書（様式第 7 号）により申請しなけ

ればならない。 

この場合、助成対象団体は、中止した事業にかかる経費を除いた残額を、基金

に返還しなければならない。返還された助成金は、地域・分野指定プログラムの

地域及び分野の指定のない寄付として取り扱われる。 

 

（実績報告） 
第１４条	 助成対象団体は、寄附募集事業が完了したとき、または前条第２項・第３項の

規定による助成事業の中止の承認を受けたときは、助成事業の成果を記載した以下の書類

を基金に提出しなければならない。 

(1) 助成事業実績報告書（様式第 9号） 

(2) その他、事業経過や成果を証明する書類等 

 

（助成金の経理） 
第１５条	 助成対象団体は、収支簿を備え、他の経理と区分して寄附募集事業の収入額及

び支出額を記載し、助成金の使途を明らかにしておかなければならない。 

２	 助成対象団体は、金融機関に寄附募集事業についての専用の口座を設けておかなけれ

ばならない。 
３	 助成対象団体は、当該事業の支出内容を証する書類を整備して、収支簿とともに事業

の完了した日の属する年度の翌年度から５年間保存しなければならない。 
４	 基金は、前項の支出内容を証明する書類の内容に関する調査を実施することができる。 
 

（是正措置の指示） 
第１６条	 基金は、寄附募集事業の完了又は中止に係る実績報告書の提出があった場合にお

いて、その報告に係る事業の成果が助成金の交付決定の内容及びこれに附した条件に適合

しないと認めるときは、当該助成事業につき、これらに適合させるための措置をとるべき

ことを当該助成事業者に対して指示することができる。 

 

（交付の決定の取消し等） 
第１７条	 基金は、寄附募集事業の中止の申請があった場合、または以下に示す事実が判明

した場合は、基金が交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は変更することができる。 
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(1) 団体登録要件がなくなったとき。 

(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。 

(3) 第１１条の規定に違反して助成金を他の用途に使用したとき。 

(4) 正当な事由がなく第１４条の規定による報告をせず、又は調査を拒んだため、助

成金の内容が確認できないとき。 

(5) 前各号のほか、助成金に関し、助成金の交付決定に附した条件に違反したとき、

又は基金の指示に従わなかったとき。 

 

（助成金の返還） 
第１８条	 基金は、助成金の交付決定を取り消した場合において、助成金の当該取消しに係

る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるも

のとする。 

２	 基金が行う返還請求の期限を超えても助成金の返還のない場合は、銀行金利相当分の

延滞金を基金に納付しなければならない。 

 

（助成事業の表示） 
第１９条	 助成対象団体は、助成事業の実施に際し、別に定めるところにより、助成金に

よる事業である表示を行わなければならない。 

 

（助成事業の公開等） 
第２０条	 助成対象団体は、寄附募集事業に採択後から事業報告の１年後までの間は、当

該事業の実施状況及び実施結果並びに助成金の使途に関する情報を継続的に公開しなけ

ればならない。 

２	 基金は、事業指定プログラムにより得られた成果を任意の方法若しくは媒体により第

三者に開示又は公表し、又は非営利目的のために利用することができる。 
 
 
 
 
 
 


